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平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

 （総 則）  

第１条 平成２９年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

⑴ 給 水 戸 数             ３５，９００戸  

   （ 給 水 世 帯 数 ）            （３３，９８０世帯）  

⑵ 年 間 総 配 水 量          ９，９７７，３００㎥  

⑶ １ 日 平 均 配 水 量             ２７，３３５㎥  

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業 

    イ  老朽管布設替事業            ３０５，５３２千円  

    ロ  配水管網整備事業            １８７，０５６千円  

    ハ  浄水施設等再構築事業          ４０５，２７０千円  

    ニ  取水・浄水・配水施設等整備事業     １７８，３１９千円  

    ホ  基幹施設耐震化事業            ６６，２８４千円  

 （収益的収入及び支出）  

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

                       収         入  

 第１款  水 道 事 業 収 益        １，８７７，２１９千円  

  第１項  営 業 収 益       １，６１７，８７４千円  

  第２項  営 業 外 収 益         ２５９，０７３千円  

  第３項  特 別 利 益             ２７２千円  
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                       支         出  

 第１款  水 道 事 業 費 用        １，７０５，６９７千円  

  第１項  営 業 費 用       １，６４４，６５２千円  

  第２項  営 業 外 費 用          ５７，４２９千円  

  第３項  特 別 損 失             ６１６千円  

  第４項  予 備 費           ３，０００千円  

 （資本的収入及び支出）  

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する 額 

８９７，３５９千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７９，３９７千円、過年度分損益勘定留保資

金５６３，８６７千円、当年度分損益勘定留保資金２５４，０９５千円で補てんするものとする。）。  

                       収         入  

第１款 資 本 的 収 入          ５３８，０４５千円  

  第１項  企 業 債         ４００，０００千円  

第２項 負 担 金         １２６，３２９千円  

  第３項  県 補 助 金          １１，７１６千円  

                       支         出  

 第１款  資 本 的 支 出        １，４３５，４０４千円  

  第１項  建 設 改 良 費       １，２３４，３２９千円  

  第２項  企 業 債 償 還 金         ２０１，０７５千円  
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（継続費）  

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。  

款  項  事 業 名  総  額  年  度  年 割 額  

1 資本的支出  

 

 

 

 

 

1 建設改良費  

 

 

 

 

 

県水受水場改修事業  455,760 千円  
平成 29 年度  216,000 千円  

平成 30 年度  239,760 千円  

小岩井浄水場沈殿池汚泥掻
寄機更新事業  

162,000 千円  
平成 29 年度  81,000 千円  

平成 30 年度  81,000 千円  

小岩井浄水場耐震補強事業  145,844 千円  
平成 29 年度  66,284 千円  

平成 30 年度  79,560 千円  

（企業債）  

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  

起 債 の 目 的  限度額  起債の方法  利   率  償 還 の  方  法  

 

老朽管布設替事業  

千円  

150,000 

 

普 通 貸 借 
又 は 
証 券 発 行 

 

4.0％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の見
直しを行った後においては、
当該見直し後の利率）  

 

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その融
資条件、銀行その他の場合には
その債権者と協定するところ
による。ただし、企業財政の都
合により繰上償還し、又は低利
債に借り換えることができる。 

浄水施設等再構築事業  100,000 同 上  同 上  同 上  

取水・浄水・配水施設等
整備事業  

150,000 同 上  同 上  同 上  

計  400,000 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用）  

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

⑴ 営業費用及び営業外費用の間の流用  

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第８条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  

 ⑴  職  員 給  与 費             ２０３，２４０千円  

 （他会計からの補助金）  

第９条 一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、９，０００千円である。  

 （たな卸資産購入限度額）  

第１０条  たな卸資産の購入限度額は、２１，３３６千円と定める。  

 

 

                              

                                       

 

 


